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【
議
案
第
１
号
】
南
島
原
市

総
合
計
画
策
定
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

　
　
　
　

策
定
に
あ
た
り
、

市
民
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
実
施

し
な
い
の
か
。

　
　
　
　

ア
ン
ケ
ー
ト
、
各

種
団
体
等
の
意
見
を
聞
い
て

総
合
計
画
を
策
定
す
る
。

　
【
議
案
第
２
号
】
南
島
原
市

指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

　
　
　
　

指
定
管
理
者
の
候

補
者
の
選
定
を
公
平
、
適
切

に
行
う
た
め
設
置
す
る
。

　
　
　
　

指
定
管
理
を
行
う

施
設
の
数
は
。

　
　
　
　

市
内
全
部
で
13
施

設
あ
る
。

　
【
議
案
第
３
号
】
南
島
原
市

有
馬
キ
リ
シ
タ
ン
遺
産
記
念

館
資
料
収
集
検
討
委
員
会
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

　
　
　
　

南
島
原
市
有
馬
キ

リ
シ
タ
ン
遺
産
記
念
館
に
お

け
る
資
料
の
収
集
を
適
正
、

円
滑
に
お
こ
な
う
た
め
。

　
　
　
　

委
員
は
知
識
の
あ

る
方
と
い
う
こ
と
だ
が
。

　
　
　
　

市
の
文
化
財
保
護

審
議
会
の
代
表
、
歴
史
研
究

会
の
方
や
、
本
市
の
歴
史
に

詳
し
い
大
学
教
授
等
を
想
定

し
て
い
る
。

　
【
議
案
第
８
号
】
南
島
原
市

行
政
手
続
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
　
　

行
政
不
服
審
査
法

の
施
行
に
伴
う
行
政
手
続
き

の
改
正
に
伴
い
改
正
す
る
。

　
　
　
　

行
政
不
服
審
査
法

が
改
正
さ
れ
た
理
由
は
。

　
　
　
　

国
民
が
利
用
し
や

す
い
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。

公
平
性
の
向
上
、
使
い
や
す

さ
の
向
上
、
救
済
手
段
の
充

実
等
を
目
的
に
行
わ
れ
る
。

　
【
議
案
第
10
号
】
南
島
原
市

消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、

給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

　
　
　
　

消
防
団
員
の
費
用

弁
償
と
し
て
行
方
不
明
者
捜

索
を
明
記
し
、
水
火
災
と
同

額
の
３
，４
０
０
円
と
す
る

た
め
。

　
　
　
　

金
額
の
根
拠
は
。

　
　
　
　

近
隣
市
の
島
原
市
、

雲
仙
市
と
同
額
に
し
て
い
る
。

　
【
議
案
第
12
号
】
南
島
原
市

個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
　
　

行
政
不
服
審
査
法

の
施
行
に
伴
い
、
改
正
を
行

う
。

　
　
　
　

過
去
の
関
係
事
例

に
つ
い
て
教
え
て
欲
し
い
。

　
　
　
　

個
人
情
報
の
開
示

請
求
が
あ
っ
た
が
、
他
人
の

名
前
等
公
開
で
き
な
い
情
報

が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
部

分
を
黒
塗
り
に
し
て
開
示
し

た
こ
と
に
つ
い
て
不
服
と
さ

れ
た
。

　
【
議
案
第
22
号
】
南
島
原
市

有
馬
キ
リ
シ
タ
ン
遺
産
記
念

館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

　
　
　
　

来
館
者
が
増
加
の

傾
向
に
あ
り
、
案
内
人
の
増

員
を
行
う
。
今
後
維
持
管
理

費
等
が
見
込
ま
れ
る
の
で
、

入
館
料
を
設
定
す
る
。

　
　
　
　

南
島
原
市
民
と
市

外
の
方
と
で
入
館
料
の
違
い

は
な
い
の
か
。

　
　
　
　

他
の
長
崎
の
教
会

群
と
キ
リ
ス
ト
教
関
連
遺
産

関
係
の
施
設
に
合
わ
せ
大
人

３
０
０
円
で
設
定
し
た
。
市

民
と
市
外
の
人
の
入
館
料
に

つ
い
て
は
、今
後
検
討
す
る
。

　
　
　
　

来
館
者
数
は
。

　
　
　
　

平
成
26
年
度
の
実

績
は
１
万
８
，４
１
３
名
。

　
【
議
案
第
39
号
】
新
市
建
設

計
画
の
変
更
に
つ
い
て

　
　
　
　

合
併
特
例
債
の
適

用
期
間
が
延
長
さ
れ
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
市
町
村
合
併
後

10
年
間
に
加
え
更
に
５
年
間

合
併
特
例
事
業
を
実
施
す
る

場
合
に
、
新
市
建
設
計
画
を

変
更
す
る
必
要
が
あ
る
。
現

行
の
計
画
年
度
を
平
成
32
年

度
ま
で
延
長
す
る
た
め
変
更

を
行
う
。

　
　
　
　

財
政
計
画
の
変
更

前
後
で
大
き
な
違
い
が
あ
る

が
。

　
　
　
　

歳
入
で
は
地
方
交

付
税
が
国
の
経
済
対
策
や
特

別
措
置
な
ど
で
加
算
措
置
が

あ
り
増
額
に
な
っ
た
。
歳
出

で
は
扶
助
費
が
社
会
保
障
費

の
増
額
に
伴
い
高
め
に
な
っ

て
い
る
。

　
【
議
案
第
43
号
】
平
成
27
年

度
南
島
原
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
５
号
）

　
　
　
　

防
火
水
槽
建
設
費

の
４
，０
０
０
万
円
が
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
の
は
。

　
　
　
　

東
日
本
震
災
以
降
、

救
急
車
等
に
補
助
が
優
先
し

て
い
る
関
係
で
防
火
水
槽
の

採
択
が
全
国
的
に
減
っ
て
い

る
。

　
【
議
案
第
55
号
】
平
成
27
年

度
南
島
原
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
６
号
）

　
　
　
　

地
方
創
生
の
加
速

化
交
付
金
事
業
が
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
場
合
は
。

　
　
　
　

取
り
消
す
部
分
が

で
て
く
る
。

　
【
請
願
第
１
号
】
消
費
税
の

増
税
に
反
対
す
る
意
見
書
の

提
出
を
求
め
る
請
願

　

起
立
採
決
の
結
果
、
不
採

択
。

　
【
請
願
第
２
号
】「
平
和
安
全

保
障
関
連
法
」（
戦
争
法
）
の

廃
止
に
つ
い
て
意
見
書
提
出

を
求
め
る
請
願

　

起
立
採
決
の
結
果
、
不
採

択
。

　
【
請
願
第
４
号
】「
有
馬
キ
リ

シ
タ
ン
遺
産
記
念
館
」
を
以

前
の「
原
城
文
化
セ
ン
タ
ー
」

の
利
用
目
的
に
戻
す
こ
と
及

び
「
有
馬
キ
リ
シ
タ
ン
遺
産

記
念
館
」
の
展
示
物
を
南
有

馬
庁
舎
に
展
示
す
る
こ
と
を

求
め
る
請
願

　

継
続
審
査

（
山
本
芳
文
委
員
長
）

　

議
案
25
件
を
原
案
可
決　

請
願
２
件
を
不
採
択
１
件
を

　

継
続
審
査

総
務
委
員
長
報
告

総
務
委
員
長
報
告

総
務
委
員
長
報
告
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